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新 旧 備考 

前払輸入保険運用規程 

 

平成 13 年４月１日 01‐制度‐00037

沿革 （略）

平成27年11月16日 一部改正

 

 

 

 

 

 

 

（対象となる前払輸入契約） 

第１条 （略） 

一 （略） 

 

 

二 （略） 

（適格被保険者等） 

第２条 前払輸入保険約款（平成 13 年４月１日 01‐制度‐00004。

以下「約款」という。）における適格被保険者及び前払輸入契約の

相手方の取扱いは、次の各号による。 

一 適格被保険者は、本邦人又は本邦法人（本邦内に居住する外国

人及び本邦内に所在する外国法人の支店、支社その他の営業拠点

を含む。）であって、前払輸入契約の当事者であり、前払輸入契

約の締結に関与し、自己の危険負担において当該契約上の義務を

履行する者であって、被保険利益の実質的な帰属体となる者とす

る。 

二 前払輸入契約の相手方とは、前払輸入契約の締結の相手方又は

当該契約に係る前払金の返還義務を負う者とする。 

 

 

 

前払輸入保険運用規程 

 

平成 13 年４月１日 01‐制度‐00037

沿革 （略）

 

前払輸入保険約款（平成13年４月１日 01‐制度‐00004。以下「約

款」という。）により引き受ける前払輸入保険の運用等について、下

記のとおり定める。 

 

記 

 

（対象となる前払輸入契約） 

第１条 （略） 

一 （略） 

二 前払金の支払日から輸出国において貨物を船積する日までの期

間が 10 年以内であること。 

三 （略） 

（適格被保険者） 

第２条 前払輸入契約の当事者であって前払を行う者（前払輸入契約

上の被保険利益の帰属する者）をいい、かつ、本邦人又は本邦法人

であること。 

２ 本邦人及び本邦法人には、本邦内に居住する外国人及び本邦内に

ある外国法人を含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

（対象取引の相手方） 

第３条 前払輸入契約に基づく相手方（前払金を支払う相手方）は、

約款第３条第１号から第８号までの事由をてん補する場合は「海外
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第３条 （略） 

（損失発生通知） 

第４条 損失発生通知は、原則として、前払金の返還の期限以降提出

するものとする。 

（保険期間） 

第５条 独立行政法人日本貿易保険（以下「日本貿易保険」という。）

は、約款第３条第 10号に該当する事由による損失の場合については、

前払金の返還の期限が保険期間内にあればてん補の対象とし、当該

返還の期限から３月を経過した日が保険期間内にある必要はないも

のとする。 

第６条 （略） 

（前払金の返還の期限前の請求） 

第７条 約款第 24 条第３項に定める日本貿易保険が別に定める式は、

以下のとおりとする。ただし、前払輸入契約において契約金利が定

められている場合にあっては、算式中「5.84％」を「前払輸入契約

の契約金利」とする。 

（式略） 

ｍは、確認日から前払金の返還の期限までの日数を 365 で除した

数の整数部分 

ｎは、確認日から前払金の返還の期限までの日数と、365 にｍを乗

じた数との差 

（共通運用規程） 

商社名簿について」（平成 13 年４月１日 01‐制度‐00063）第１

条に基づき作成された海外商社名簿（以下「名簿」という。）にお

いてＧＳ格、ＧＡ格、ＧＥ格、ＥＥ格、ＥＡ格、ＥＭ格、ＥＦ格、

ＥＣ格、ＰＮ格、ＰＵ格又はＰＴ格に格付けされているもの、約款

第３条各号の事由をてん補する場合はＧＳ格、ＧＡ格、ＧＥ格、Ｅ

Ｅ格、ＥＡ格、ＥＭ格又はＥＦ格に格付けされているものに限るも

のとする。この場合において、格付け又は名簿への登録の有無は、

前払輸入保険の申込日を基準とする。 

（対象取引の額） 

第４条 一保険契約における対象取引の額は、原則として、保険金額

で 100 万円以上とする。 

第５条 （略） 

（損失発生通知） 

第６条 損失発生通知は、原則として、前払金の返還期限以降提出す

るものとする。 

（保険料計算期間） 

第７条 保険料計算期間の始期は、前払予定日とする。 

２ 履行遅滞の３月間については、保険料計算期間内の有無を問わな

いこととする。 

 

 

第８条 （略） 

（前払金の返還の期限前の請求） 

第９条 約款第 24 条第３項に定める日本貿易保険が別に定める式は、

以下のとおりとする。ただし、前払輸入契約において契約金利が定

められている場合にあっては、算式中「5.84％」を「前払輸入契約

の契約金利」とする。 

（式略） 

ｍは、確認日から前払金の返還期限までの日数を 365 で除した数

の整数部分 

ｎは、確認日から前払金の返還期限までの日数と、365 にｍを乗じ

た数との差 
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第８条 本規程に規定するもののほか、損失防止軽減義務、回収義務、

保険目的等の譲渡その他日本貿易保険が定める各保険に共通の事項

については、貿易保険共通運用規程（平成 13 年４月１日 01‐制度

‐00058）において定める。 

 

 

附 則 

この改正は、平成27年11月30日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 （略） 

 

 


